


































































































































































































































































































































































































イ.ケーブル (光ファイバケーブルを除く)

第43表に示すとおり、バーナによリケーブルを燃焼させ、自己消火時のケーブルのシー

ス及び絶縁体の最大損傷長が1,800■ ll■未満であること等の判定基準にて延焼性を確認する

IEEE Std 38折 1974垂直 トレイ燃焼試験に定められる試験方法により燃焼試験を実施 し、判

定基準を満足することを確認する。

口.光 ファイバケーブル         ′

第牛4表に示すとおり、バーナによリケーブルを燃焼させ、自己消火時のケーブルのシー

ス及び絶縁体の最大損傷長が1,50011m未満であることの判定基準にて延焼性を確認するIEEE

Std 1202-1991垂 直 トレイ燃焼試験に定められる試験方法により燃焼試験を実施し、判定基

準を満足することを確認する。

e.換気空調設備のフィルタ

火災区域又は火災区画に設置される所内常設直流電源設備 (3系統日)の うち、換気空調

設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き、以下のいずれかを満足することを確認 した

難燃性フィルタを使用する設計とする。

(a)」IS L 1091(繊維製品の燃焼性試験方法)

(b)」ACA No。 1lA(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針 (公益社団法人 日本空気清浄協

会))

F.変圧器及び遮断器に対する絶縁油

所内常設直流電源設備 (3系統 目)の うち、建屋内に設置する変圧器及び遮断器は、可燃

性物質である絶縁油を内包 していない変圧器及び遮断器を使用する設計とする。

― T3-シ焦4-16 -










































































































































































































































